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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡のチャンネル内に挿通可能な処置具挿入部と、
　該処置具挿入部の先端に接続された処置部と、
　前記処置具挿入部の基端側に配され、前記処置具挿入部を軸回りに回転可能な回転操作
部と前記処置具挿入部を軸方向に進退可能な進退操作部と、前記処置部を作動可能な作動
操作部と、を一体に有し前記内視鏡に着脱可能な処置具操作部と、
　を備え、
　前記処置具挿入部が、可撓性を有する操作管部と、該操作管部内に配されて先端に前記
処置部が接続され、前記操作管部内で進退することで前記処置部を作動させる操作線状部
とからなり、
　前記処置具操作部が、
　内視鏡の鉗子口と着脱可能な着脱機構と、
　該着脱機構が一端に接続され前記操作管部が内部に挿通可能な外筒部と、
　前記操作管部の基端に接続され、前記外筒部の他端側内に前記外筒部に対して回転及び
進退可能に配された内筒部を有するスライド部と、
　を備え、
　前記内筒部の外周面にはＯリングが配され、前記内筒部は前記外筒部に対して気密状態
を維持しながら回転及び進退可能とされていることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項２】
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　前記作動操作部が、前記スライド部に対して前記操作線状部を進退操作可能とされて前
記操作線状部の基端と前記スライド部とに接続されていることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡用処置具。
【請求項３】
　内視鏡のチャンネル内に挿通可能な処置具挿入部と、
　該処置具挿入部の先端に接続された処置部と、
　前記処置具挿入部の基端側に配され、前記処置具挿入部を軸回りに回転可能な回転操作
部と前記処置具挿入部を軸方向に進退可能な進退操作部と、前記処置部を作動可能な作動
操作部と、を一体に有し前記内視鏡に着脱可能な処置具操作部と、
　を備え、
　前記処置具挿入部が、可撓性を有する操作管部と、該操作管部内に配されて先端に前記
処置部が接続され、前記操作管部内で進退することで前記処置部を作動させる操作線状部
とからなり、
　前記処置具操作部が、
　内視鏡の鉗子口と着脱可能な着脱機構と、
　該着脱機構が一端に接続され前記操作管部が内部に挿通可能な外筒部と、
　前記操作管部に接続され、前記外筒部の他端側内に前記外筒部に対して回転及び進退可
能に配された内筒部を有するスライド部と、
　前記処置具挿入部の基端に接続されて前記処置部を作動する作動操作部が着脱可能な着
脱部と、
　を備え、
　前記内筒部の外周面にはＯリングが配され、前記内筒部は前記外筒部に対して気密状態
を維持しながら回転及び進退可能とされていることを特徴とする内視鏡用処置具。
【請求項４】
　前記着脱機構が、前記鉗子口と密着可能に前記外筒部に配されたＯリングであることを
特徴とする請求項１から３の何れか一つに記載の内視鏡用処置具。
【請求項５】
　前記処置部に高周波電力を供給可能な高周波電源と接続された接続部が、前記処置具操
作部に配設されていることを特徴とする請求項１から４の何れか一つに記載の内視鏡用処
置具。
【請求項６】
　前記操作管部の外周面の先端側或いは基端側の少なくとも一方が絶縁部材に覆われてい
ることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡用処置具。
【請求項７】
　前記作動操作部は、前記操作線状部の基端と前記スライド部とを接続して前記操作線状
部を先端方向に付勢するバネを有することを特徴とする請求項１または３に記載の内視鏡
用処置具。
【請求項８】
　前記作動操作部は、
　一端が前記操作線状部の基端に接続された第一の操作部材と、
　前記スライド部に一端が接続された第二の操作部材と、
　前記第一の操作部材の他端を前記第二の操作部材の途中に回動自在に枢支する枢支部と
、
　を有することを特徴とする請求項１または３に記載の内視鏡用処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用処置具に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、内視鏡を用いて体外からの操作で体内の所要部位の処置や患部の検査等を行う際
に、内視鏡のチャンネル内に処置具を挿入して様々な処置を行っている。
　このような処置具は、内視鏡の挿入部以上の長さを有しており、処置具を操作するため
の処置具操作部がチャンネル内に挿入された処置具挿入部の端部に配されているので、処
置具挿入部をチャンネル端部の鉗子口からチャンネル内に挿入すると処置具操作部は鉗子
口から離れた場所に配されてしまうため、内視鏡を操作する術者以外に処置具の操作を行
う介助者を必要としていた。
　そのため、手技の短時間化のため、術者が一人で処置具の操作を行えるような処置具操
作補助具が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－３３０９７３号公報（第２２図、第２４図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記従来の処置具は、処置具操作補助具を内視鏡に取り付けた後に処置
具を挿入して固定する必要があるため、処置具操作補助具に処置具の着脱機構が必要にな
るとともに、操作に未だ時間や手間がかかるという課題があった。
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、処置具操作部を内視鏡に取り付けた状
態で介助者の操作がなくても内視鏡を操作する術者が一人で処置具の操作を行うことがで
き、構造の簡易化ができ、処置を短時間で容易に行うことができる内視鏡用処置具を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を採用する。
　本発明に係る内視鏡用処置具は、内視鏡のチャンネル内に挿通可能な処置具挿入部と、
該処置具挿入部の先端に接続された処置部と、前記処置具挿入部の基端側に配され、前記
処置具挿入部を軸回りに回転可能な回転操作部と前記処置具挿入部を軸方向に進退可能な
進退操作部と、前記処置部を作動可能な作動操作部と、を一体に有し前記内視鏡に着脱可
能な処置具操作部と、を備え、前記処置具挿入部が、可撓性を有する操作管部と、該操作
管部内に配されて先端に前記処置部が接続され、前記操作管部内で進退することで前記処
置部を作動させる操作線状部とからなり、前記処置具操作部が、内視鏡の鉗子口と着脱可
能な着脱機構と、該着脱機構が一端に接続され前記操作管部が内部に挿通可能な外筒部と
、前記操作管部の基端に接続され、前記外筒部の他端側内に前記外筒部に対して回転及び
進退可能に配された内筒部を有するスライド部と、を備え、前記内筒部の外周面にはＯリ
ングが配され、前記内筒部は前記外筒部に対して気密状態を維持しながら回転及び進退可
能とされていることを特徴とする。
【０００５】
　この内視鏡用処置具は、処置具操作部を内視鏡に取り付けることによって回転操作部と
進退操作部とを手元側に配することができ、内視鏡のチャンネルに挿入された処置具挿入
部を手元で回転操作及び進退操作することができる。
【０００６】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記作動操作部
が、前記スライド部に対して前記操作線状部を進退操作可能とされて前記操作線状部の基
端と前記スライド部とに接続されていることを特徴とする。
　この内視鏡用処置具は、作動操作部を操作することによって、スライド部に対して操作
線状部を進退操作することができ、これによって処置部を作動することができる。
【０００７】
　また、本発明に係る他の内視鏡用処置具は、内視鏡のチャンネル内に挿通可能な処置具
挿入部と、該処置具挿入部の先端に接続された処置部と、前記処置具挿入部の基端側に配
され、前記処置具挿入部を軸回りに回転可能な回転操作部と前記処置具挿入部を軸方向に
進退可能な進退操作部と、前記処置部を作動可能な作動操作部と、を一体に有し前記内視
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鏡に着脱可能な処置具操作部と、を備え、前記処置具挿入部が、可撓性を有する操作管部
と、該操作管部内に配されて先端に前記処置部が接続され、前記操作管部内で進退するこ
とで前記処置部を作動させる操作線状部とからなり、前記処置具操作部が、内視鏡の鉗子
口と着脱可能な着脱機構と、該着脱機構が一端に接続され前記操作管部が内部に挿通可能
な外筒部と、前記操作管部に接続され、前記外筒部の他端側内に前記外筒部に対して回転
及び進退可能に配された内筒部を有するスライド部と、前記処置具挿入部の基端に接続さ
れて前記処置部を作動する作動操作部が着脱可能な着脱部と、を備え、前記内筒部の外周
面にはＯリングが配され、前記内筒部は前記外筒部に対して気密状態を維持しながら回転
及び進退可能とされていることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記着脱機構が
、前記鉗子口と密着可能に前記外筒部に配されたＯリングであることを特徴とする。
　この内視鏡用処置具は、Ｏリングを介して内視鏡と密着することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記処置部に高
周波電力を供給可能な高周波電源と接続された接続部が、前記処置具操作部に配設されて
いること特徴とする。
【００１０】
　この内視鏡用処置具は、高周波電力によって操作する処置具に対しても、内視鏡を操作
する術者が一人で処置具の操作を行うことができる。
【００１１】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記操作管部の
外周面の先端側或いは基端側の少なくとも一方が絶縁部材に覆われていることを特徴とす
る。
　この内視鏡用処置具は、チャンネル内に挿入される処置具挿入部の長さが予め決められ
ているので、処置具挿入部とチャンネルとの接触箇所を特定することができる。したがっ
て、チャンネルや患部との接触による漏電を防ぐために操作管部に必要な絶縁部材を必要
な箇所のみに装着することができ、回転操作の際の抵抗を減らして操作を容易にすること
ができる。
【００１２】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記作動操作部
は、前記操作線状部の基端と前記スライド部とを接続して前記操作線状部を先端方向に付
勢するバネを有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明に係る内視鏡用処置具は、前記内視鏡用処置具であって、前記作動操作部
は、一端が前記操作線状部の基端に接続された第一の操作部材と、前記スライド部に一端
が接続された第二の操作部材と、前記第一の操作部材の他端を前記第二の操作部材の途中
に回動自在に枢支する枢支部と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、処置具操作部を内視鏡に取り付けた状態で介助者の操作がなくても内
視鏡を操作する術者が一人で処置具の操作を行うことができ、処置を短時間で容易に行う
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係る第１の実施形態について、図１から図４を参照して説明する。
　本実施形態に係る内視鏡用処置具１は、内視鏡２の挿入部３及び操作部５内に形成され
たチャンネル６内に挿通可能な処置具挿入部７と、処置具挿入部７の先端に接続された処
置部８と、処置具挿入部７の基端側に配され処置具挿入部７を軸回りに回転可能な回転操
作部９と処置具挿入部７を軸方向に進退可能な進退操作部１０と処置部８を作動可能な作
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動操作部１１とを有し内視鏡２の鉗子口１２に着脱可能な処置具操作部１３とを備えてい
る。
【００１６】
　処置具挿入部７は、コイル状に形成されて可撓性を有する操作管部１５と、操作管部１
５内に進退自在に配された操作ワイヤ１６（操作線状部）１６とを備えている。
　進退操作部１０は、鉗子口１２と着脱可能な着脱機構１７が一端に接続され操作管部１
５が内部に挿通可能な外筒部１８と、操作管部１５の基端に接続され、外筒部１８の他端
側内に外筒部１８に対して回転及び進退可能に配された内筒部２０Ａを有するスライド部
２０とを備えている。外筒部１８の外径は、鉗子口１２からチャンネル６内に挿入可能な
大きさとされている。
　内筒部２０Ａの外周面にはＯリング２０Ｂが配されており、外筒部１８に対して気密状
態を維持しながら適度な摺動抵抗で回転、進退可能とされている。また、内筒部２０Ａは
、内部で操作ワイヤ１６を進退可能に形成されている。　　
　本実施形態では、回転操作部９が進退操作部１０と一体に構成されている。
【００１７】
　作動操作部１１は、スライド部２０に対して操作ワイヤ１６を進退操作可能とされてお
り、一端２１ａが操作ワイヤ１６の基端に接続された第１の操作部材２１と、スライド部
２０に一端２２ａが接続された第２の操作部材２２と、第１の操作部材２１の他端２１ｂ
を第２の操作部材２２の途中に回動自在に枢支する枢支部２３と、操作ワイヤ１６の基端
とスライド部２０とを接続して操作ワイヤ１６を先端方向に付勢するバネ２５とを備えて
いる。
【００１８】
　着脱機構１７は、図３（ａ）に示すように、平板状に形成された取付部材２６を備えて
いる。この取付部材２６は、中央に第１の孔２７と第２の孔２８と両者を連通する連通部
３０とが形成され、外筒部１８の先端が、図３（ｂ）に示すように、第１の孔２７と第２
の孔２８との間を移動可能に連通されている。第１の孔２７は、鉗子口端部１２Ａが挿通
可能な外径とされ、第２の孔２８は、鉗子口本体１２Ｂと係合可能で鉗子口端部１２Ａよ
りも小さく鉗子口本体１２Ｂよりも大きい外径に形成されている。
【００１９】
　処置部８は、基端に図示しないリンク機構を介して操作ワイヤ１６の先端に接続された
一対の鉗子片３０、３１と、一対の鉗子片３０、３１を開閉可能に支持する先端カバー３
２とを備えている。リンク機構は、操作ワイヤ１６の軸方向操作を一対の鉗子片３０、３
１の開閉操作に変換している。
　先端カバー３２の基端と操作管部１５の先端とが接続され、リンク機構の基端と操作ワ
イヤ１６の先端とが接続されている。
【００２０】
　次に、本実施形態に係る内視鏡用処置具１の使用方法、及び、作用・効果について説明
する。
　まず、処置具挿入部７をチャンネル６内に挿入して内視鏡用処置具１を鉗子口１２に装
着する。
　ここで、バネ２５が操作ワイヤ１６を先端方向に付勢しておりリンク機構によって一対
の鉗子片３０、３１が開いた状態とされている。そのため、第２の操作部材２２の他端２
２ｂ側をスライド部２０側に近づけるように把持して第２の操作部材２２の一端２２ａを
回転中心として第２の操作部材２２を回転させる。この際、枢支部２３を介して第１の操
作部材２１が他端２１ｂ側から一端２１ａ側の方向に移動し、第１の操作部材２１の一端
２１ａに接続されたバネ２５を縮めながら操作ワイヤ１６が操作管部１５に対して基端側
に移動する。
【００２１】
　こうして、操作ワイヤ１６の軸方向の移動によってリンク機構が作動して一対の鉗子片
３０、３１を閉じることができる。
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　この状態で取付部材２６が鉗子口１２に当接するまで処置具挿入部７を鉗子口１２から
チャンネル６内に挿入する。そして、取付部材２６の第１の孔２７を鉗子口端部１２Ａに
係合させて鉗子口本体１２Ｂまで挿入後、取付部材２６を第２の孔２８の方向に移動して
、外筒部１８の先端を鉗子口１２に固定する。
【００２２】
　処置を行う部位に挿入部３の先端を近づけた後、第２の操作部材２２の他端２２ｂ側を
把持したままスライド部２０を外筒部１８に対して前進させる。このとき、操作管部１５
と操作ワイヤ１６とがともに外筒部１８内を前進して処置具挿入部７がチャンネル６内を
前進する。
　処置部８の先端が患部に至った状態で、一対の鉗子片３０、３１の開閉方向が把持すべ
き方向と異なっている場合、外筒部１８に対してスライド部２０を中心軸まわりに回転さ
せる。このとき、外筒部１８に対して内筒部２０Ａが中心軸まわりに回転し、それにとも
ない操作管部１５と操作ワイヤ１６とをチャンネル６に対して回転させて所望の方向に調
整する。
【００２３】
　患部に対し、第２の操作部材２２を把持する力を緩めると、第２の操作部材２２の一端
２２ａを回転中心として第２の操作部材２２が回転し、枢支部２３を介して第１の操作部
材２１が移動する。そして、バネ２５が復元して操作ワイヤ１６を挿入部３の先端側に押
出し、リンク機構が上述と逆方向に駆動されて一対の鉗子片３０、３１が開く。
　患部を把持する際には、再び第２の操作部材２２を把持してスライド部２０側に移動し
て一対の鉗子片３０、３１を閉じる。
　こうして、一対の鉗子片３０、３１によって患部を把持することができる。
【００２４】
　ここで、一対の鉗子片３０、３１を閉じた状態を維持するためには、第２の操作部材２
２を常に把持し続ける必要がある。
　そこで、第２の操作部材２２を把持してスライド部５１に近づけた状態で、図４（ａ）
に示すように、第２の操作部材２２の他端２２ｂと係合可能な係合部材３３をスライド部
２０の外周に回動自在に設けても構わない。
　この場合、図４（ｂ）に示すように、係合部材３３を第２の操作部材２２に係合させる
と第２の操作部材２２をスライド部２０に固定することができる。したがって、操作ワイ
ヤ１６を基端側に移動させた状態に維持し一対の鉗子片３０、３１を閉じた状態で維持す
ることができる。
【００２５】
　この内視鏡用処置具１によれば、内視鏡２を操作する術者が、内視鏡２のチャンネル６
に挿入された処置具挿入部７の先端に取り付けられた処置部８の回転操作、進退操作、開
閉操作の何れも一人で行うことができる。
【００２６】
　次に、第２の実施形態について図５を参照しながら説明する。
　なお、上述した第１の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付すとともに説明を省
略する。
　第２の実施形態と第１の実施形態との異なる点は、第２の実施形態に係る内視鏡用処置
具３５の進退操作部３６が、外筒部３７と、外筒部３７の基端３７ａから外方に突出した
内筒部３８とを備え、作動操作部４０が、内筒部３８に対して操作ワイヤ１６を進退操作
可能とされており一端４１ａが操作ワイヤ１６の基端に接続された第１の操作部材４１と
、内筒部３８の基端に接続された第２の操作部材４２と、第２の操作部材４２に対して第
１の操作部材４１を回動自在に枢支する枢支部２３とを備えているとした点である。
　第１の操作部材４１および第２の操作部材４２は基端側にそれぞれ指掛部４３が配され
ており、それぞれ指を挿入して操作することによって第２の操作部材４２に対して第１の
操作部材４１を枢支部２３まわりに回転可能とされている。
【００２７】
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　外筒部３７は、鉗子口１２と着脱可能な着脱機構１７が先端側に接続されている。また
、外筒部３７の先端３７ｂには、鉗子口端部１２Ａと係合可能な内径を有する凹部３７Ａ
が形成されており、鉗子口端部１２Ａと凹部４２Ａとが係合された状態で着脱機構１７が
操作可能とされている。
　内筒部３８の先端側は操作管部１５の基端に接続されており、外筒部３７の基端側内で
内筒部３８の外周面に配されたＯリング２０Ｂを介して内筒部３８が外筒部３７内で回転
及び進退可能とされている。　
　また、内筒部３８の少なくとも基端側は可撓性を有して湾曲可能に形成されており、内
部で操作ワイヤ１６を進退可能に形成されている。
　本実施形態においても、回転操作部が進退操作部３６と一体に構成されている。
【００２８】
　次に、本実施形態に係る内視鏡用処置具３５の使用方法、及び、作用・効果について説
明する。
　本実施形態の初期状態では一対の鉗子片３０、３１は閉じた状態とされているので、処
置具挿入部７をチャンネル６内にそのまま挿入して、第１の実施形態と同様に内視鏡用処
置具３５を鉗子口１２に装着する。
【００２９】
　処置を行う部位に挿入部３の先端を近づけた後、内筒部３８を外筒部３７に対して前進
させ、操作管部１５と操作ワイヤ１６とをともに外筒部３７内を前進させてチャンネル６
内を前進させる。
　処置部８の先端が患部に至った状態で、一対の鉗子片３０、３１の開閉方向が所望の方
向と異なっている場合、外筒部３７に対して内筒部３８を中心軸まわりに回転させる。こ
のとき、操作管部１５と操作ワイヤ１６とがチャンネル６に対して回転するため処置部８
の向きが所望の方向に調整される。
【００３０】
　そして、第１の操作部材４１及び第２の操作部材４２の指掛部４３に指を入れて両者を
接近させる。
　このとき、枢支部２３を回転中心として第１の操作部材４１が回転するのにともない、
操作ワイヤ１６が操作管部１５に対して基端側に移動する。
　こうして、操作ワイヤ１６の軸方向の移動によってリンク機構が作動して一対の鉗子片
３０、３１を開く。
【００３１】
　把持する際には、第１の操作部材４１と第２の操作部材４２とを再び離間させ、枢支部
２３に対して第１の操作部材４１を第２の操作部材４２に対して回転させ、操作ワイヤ１
６を操作管部１５に対して先端側に移動して一対の鉗子片３０、３１を閉じる。
　こうして、患部を一対の鉗子片３０、３１によって把持することができる。
　この内視鏡用処置具３５も、第１の実施形態と同様の作用・効果を得ることができるが
、特に、一対の鉗子片３０、３１を開く方向に力が必要な場合に、より容易に操作するこ
とができる。
　また、作動操作部４０の操作の際には指掛部４３に指を掛けて操作することができ、一
対の鉗子片３０、３１の開閉操作をより容易に行うことができる。
【００３２】
　次に、第３の実施形態について図６を参照しながら説明する。
　なお、上述した他の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付すとともに説明を省略
する。
　第３の実施形態と第２の実施形態との異なる点は、第３の実施形態に係る内視鏡用処置
具４６の進退操作部４８が、操作管部１５に接続され外筒部３７の他端側内に外筒部３７
に対して回転及び進退可能に配された内筒部５０を有するスライド部５１と、処置具挿入
部７の基端に接続されて処置部８を作動する作動操作部５３が着脱可能な着脱部５５とを
備え、また、操作管部１５が内筒部５０内を貫通して接着され、作動操作部５３が操作管
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部１５の基端側に直接接続されているとした点である。
【００３３】
　作動操作部５３は、操作管部１５の基端に接続された操作部本体５６と、操作ワイヤ１
６の基端に操作部本体５６に対して進退可能に接続された作動部５７とを備えている。ス
ライド部５１の基端には、内筒部５０を進退及び回転操作可能で把持可能なフランジ部５
８が接続されている。
　着脱部５５はフランジ部５８の側面に配され、操作部本体５６を挿入可能、かつ、挿入
後に把持可能なＣ型の弾性部材で構成されており、通常時には、操作部本体５６が着脱部
５５内に挿入されて係合状態とされている。　
【００３４】
　次に、本実施形態に係る内視鏡用処置具４６の使用方法、及び、作用・効果について説
明する。
　まず、第２の実施形態と同様に内視鏡用処置具４６を鉗子口１２に装着する。
　処置を行う部位に挿入部３の先端を近づけた後、フランジ部５８を把持して内筒部５０
を外筒部３７に対して前進させる。このとき、操作管部１５と操作ワイヤ１６とがともに
外筒部３７内を前進してチャンネル６内を前進する。
【００３５】
　処置部８の先端が患部に至った状態で、一対の鉗子片３０、３１の開閉方向が所望の方
向と異なっている場合、外筒部３７に対してフランジ部５８を中心軸まわりに回転させる
。このとき、内筒部５０が外筒部３７に対して回転し操作管部１５と操作ワイヤ１６とが
チャンネル６に対して回転するため、処置部８の向きが所望の方向に調整される。
【００３６】
　そして、操作部本体５６に対して作動部５７を先端側に前進させ、操作ワイヤ１６を操
作管部１５に対して先端側に移動させる。
　こうして、操作ワイヤ１６の軸方向の移動によってリンク機構が作動して一対の鉗子片
３０、３１が開く。
　把持する際には、作動部５７を操作部本体５６の基端側に移動させ、操作ワイヤ１６を
操作管部１５に対して基端側に移動して一対の鉗子片３０、３１を閉じる。
　こうして、患部を一対の鉗子片３０、３１によって把持することができる。
【００３７】
　この内視鏡用処置具４６も、上述した実施形態と同様の作用・効果を得ることができる
。
　この際、操作部本体５６をフランジ部５８の着脱部５５に取り付けることによって内視
鏡２を操作する術者が処置部８の作動操作を一人で行うことができる。
　また、必要に応じて着脱部５５から操作部本体５６を離間することによって、従来のよ
うに、術者以外の介助者に処置部８の操作をさせることができる。
【００３８】
　次に、第４の実施形態について図７を参照しながら説明する。
　なお、上述した他の実施形態と同様の構成要素には同一符号を付すとともに説明を省略
する。
　第４の実施形態と第１の実施形態との異なる点は、本実施形態に係る内視鏡用処置具６
０の外筒部６１の側面に、処置部８に高周波電力を供給可能な高周波電源６２から延びる
配線６３の先端に接続された電源側コネクタ６５と接続可能な処置具側コネクタ（接続部
）６６が配設されている高周波供給用のコネクタ６２が嵌合可能な挿通孔６３が設けられ
ているとした点である。
　操作管部１５の基端側外表面は、チャンネル６との接触を防止する絶縁チューブ（絶縁
部材）６７に覆われている。また、処置具側コネクタ６６は、操作ワイヤ１６と接触可能
とされている。
　この内視鏡用処置具６０も上記他の実施形態と同様の作用・効果を得ることができ、鉗
子口１２に装着して安定した状態で高周波を供給できる。
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【００３９】
　なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
　例えば、上記実施形態では、着脱機構が平板状に形成された取付部材２６を備えている
ものとしているが、図８に示すように、鉗子口本体１２Ｂと密着可能で鉗子口端部１２Ａ
よりも小さい内径に形成されたＯリング（着脱機構）６８を備えているとしても構わない
。この場合も、外筒部７０と鉗子口１２とを密着させることができ、かつ、鉗子口１２に
対して回転可能に装着することができる。
【００４０】
　また、第４の実施形態に係る内視鏡用処置具６０の操作管部１５を覆う絶縁チューブ６
７は、図９（ａ）に示すように、操作管部１５の先端側の外表面を覆うものでも、図９（
ｂ）に示すように、操作管部１５の先端側と基端側の双方を覆うものとしても構わない。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具を内視鏡に装着した状態を示す一
部断面を含む側面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す軸方向を含む平面における
断面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具の一部を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す側面図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す軸方向を含む平面における
断面図である。
【図６】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す側面図である。
【図７】本発明の第４の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す側面図である。
【図８】本発明の他の実施形態に係る内視鏡用処置具の一部を示す断面図である。
【図９】本発明の他の実施形態に係る内視鏡用処置具を示す側面図である。
【符号の説明】
【００４２】
１、３５、４６、６０　内視鏡用処置具
２　内視鏡
６　チャンネル
７　処置具挿入部
８　処置部
９　回転操作部
１０、３６、４８　進退操作部
１１、４０、５３　作動操作部
１２　鉗子口
１３　処置具操作部
１５　操作管部
１６　操作ワイヤ（操作線状部）
１７　着脱機構
１８、３７、６１、７０　外筒部
２０、５１　スライド部
２０Ａ、３８、５０　内筒部
５５　着脱部
６２　高周波電源
６６　処置具側コネクタ（接続部）
６７　絶縁チューブ（絶縁部材）
６８　Ｏリング（着脱機構）
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单，并且具有哪种治疗可以在短时间内轻松完成。 ŽSOLUTION：用于
内窥镜的端部治疗配件1包括：内部治疗配件插入部分7，其可插入形成
在插入管部分内部的通道和内窥镜的操作部分中;处理部件8连接到内治
疗附件插入部分7的尖端;内治疗用附件操作部13具有旋转操作部9，该旋
转操作部9配置在内治疗用附件插入部7的基端侧，能够使内治疗用附件
插入部7绕轴线旋转，能够使内部治疗用附件插入部7在轴向上前后移动
的前后移动操作部10和能够操作该治疗部8的操作部11，能够从镊子端口
安装和拆卸镊子端口。内窥镜。 Ž
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